
JP 6571237 B2 2019.9.4

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　テトラフルオロエチレン／フルオロアルコキシトリフルオロエチレン共重合体である熱
溶融性フッ素樹脂と、ポリテトラフルオロエチレンとを含む組成物を射出成形する射出成
形工程を含み、
　前記ポリテトラフルオロエチレンのメルトフローレートが０．０１～１．０ｇ／１０分
であり、
　前記組成物のメルトフローレートが、６０ｇ／１０分を超え１００ｇ／１０分以下であ
る、
　射出方向の投影面積１１００ｃｍ２以上の射出成形品を製造する方法。
【請求項２】
　前記射出成形を、射出圧力４００ｋｇ／ｃｍ２以上８００ｋｇ／ｃｍ２以下で行う請求
項１に記載の射出成形品を製造する方法。
【請求項３】
　前記射出成形工程は、前記組成物を射出方向と直交する方向の射出面積拡散比が３００
０以上で射出成形する工程である請求項１に記載の射出成形品を製造する方法。
【請求項４】
　前記テトラフルオロエチレン／フルオロアルコキシトリフルオロエチレン共重合体のメ
ルトフローレートが、６０ｇ／１０分を超え１００ｇ／１０分以下である請求項１～３の
いずれかに記載の射出成形品を製造する方法。
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【請求項５】
　前記組成物中のポリテトラフルオロエチレン含有量が、組成物に対して０．０５～１０
重量％である請求項１～４のいずれかに記載の射出成形品の製造方法。
【請求項６】
　前記ポリテトラフルオロエチレンが、結晶化温度が３０５℃以上で、結晶化熱が５０Ｊ
／ｇ以上である請求項１～５のいずれかに記載の射出成形品の製造方法。
【請求項７】
　前記テトラフルオロエチレン／フルオロアルコキシトリフルオロエチレン共重合体が、
テトラフルオロエチレン/パーフルオロ（アルキルビニルエーテル）共重合体である請求
項１～６のいずれかに記載の射出成形品の製造方法。
【請求項８】
　テトラフルオロエチレン／フルオロアルコキシトリフルオロエチレン共重合体である熱
溶融性フッ素樹脂と、ポリテトラフルオロエチレンとを含む組成物からなり、
　前記ポリテトラフルオロエチレンのメルトフローレートが０．０１～１．０ｇ／１０分
であり、
　前記組成物のメルトフローレートが、６０ｇ／１０分を超え１００ｇ／１０分以下であ
り、
　スプルーまたはゲートを備え、射出方向の投影面積が１１００ｃｍ２以上である、射出
成型品。
【請求項９】
　前記射出成形品が、円筒形、御碗形状、箱型形または籠状の物品である請求項８に記載
の射出成形品。
【請求項１０】
　テトラフルオロエチレン／フルオロアルコキシトリフルオロエチレン共重合体である熱
溶融性フッ素樹脂と、ポリテトラフルオロエチレンとを含む組成物からなり、
　前記ポリテトラフルオロエチレンのメルトフローレートが０．０１～１．０ｇ／１０分
であり、
　前記組成物のメルトフローレートが、６０ｇ／１０分を超え１００ｇ／１０分以下であ
り、
　直径４００～６００ｍｍの御椀形状である、射出成型品。
【請求項１１】
　前記テトラフルオロエチレン／フルオロアルコキシトリフルオロエチレン共重合体のメ
ルトフローレートが、６０ｇ／１０分を超え１００ｇ／１０分以下である請求項８～１０
のいずれかに記載の射出成形品。
【請求項１２】
　前記組成物中のポリテトラフルオロエチレン含有量が、組成物に対して０．０５～１０
重量％である請求項８～１１のいずれかに記載の射出成形品。
【請求項１３】
　前記ポリテトラフルオロエチレンが、結晶化温度が３０５℃以上で、結晶化熱が５０Ｊ
／ｇ以上である請求項８～１２のいずれかに記載の射出成形品。
【請求項１４】
　前記テトラフルオロエチレン／フルオロアルコキシトリフルオロエチレン共重合体が、
テトラフルオロエチレン／パーフルオロ（アルキルビニルエーテル）共重合体である請求
項８～１３のいずれかに記載の射出成形品。
【請求項１５】
　半導体製造装置または基板洗浄処理装置用の部材またはそれらのハウジングとして用い
られる請求項８～１４のいずれかに記載の射出成形品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、半導体基板、液晶表示装置用ガラス基板、フォトマスク用ガラス基板、光デ
ィスク用基板等（以下、単に「基板」と称することがある）に処理液や不活性ガスを供給
して、洗浄清浄化処理を行う基板処理装置に用いられる射出成形品（容器状物品）に関す
るもので、特にテトラフルオロエチレン／フルオロアルコキシトリフルオロエチレン共重
合体を含む組成物を射出成形することで得られる容器状物品に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　半導体製造装置や液晶製造装置などの電子基板の製造工程では、フォトレジストの残渣
、有機溶剤の残渣、合成ワックス、人体からの脂肪酸などの有機系残渣や、ナトリウム、
カリウム、金、鉄、銅などの無機系汚染物や、その他微細なパーティクルが発生するが、
続く次工程に持ち込まれないよう、これらを除去することが必要である。そのため、基板
表面を高度に清浄に保ち、パーティクルや汚染物を効果的に除去する技術として、薬液に
よる薬液処理及び純水などのリンス液によるリンス処理からなる洗浄乾燥処理工程が重要
となっている。
【０００３】
　特許文献１に記載の装置は、基板を洗浄するための基板洗浄装置であって、基板を保持
し回転させる基板回転保持手段と、この基板回転保持手段に保持されている基板に洗浄液
やリンス液を処理液として供給する洗浄液供給手段と、基板回転手段によって回転される
基板から飛び散る洗浄液と接触する部材とを含むものである。特許文献１では、基板保持
部および雰囲気遮断板を回転しながら、基板に対して薬液による薬液処理および純水によ
るリンス処理等が行われる。
【０００４】
　この様な基板の洗浄を行う装置では、基板保持部に保持された基板に向けて、純水や、
硝酸水、塩酸水、フッ酸水、混合フッ酸水（過酸化水素水をフッ酸水に混合）等の酸性溶
液や、アンモニア水、ＳＣ-１（アンモニア水と過酸化水素水との混合液）等のアルカリ
性溶液等の薬液（以下、酸性溶液やアルカリ性溶液を総称して「薬液」と呼ぶことがある
、また、純水や薬液を総称して「処理液」と呼ぶことがある）を供給することにより、基
板に付着した汚染物の除去を行っている。そのため、薬液が基板保持部や不活性ガスの流
路に付着し、薬液付着部分の腐食が基板の処理不良の原因となることが知られている。
【０００５】
　そこで、このような薬液の腐食による基板の処理不良を解決するため、当該薬液が付着
する処理装置の部材は、耐熱性及び耐薬液性を有する樹脂で形成することが提案され、そ
のような樹脂としては、例えば、四フッ化エチレン樹脂（ＰＴＦＥ）、テトラフルオロエ
チレン／フルオロアルコキシトリフルオロエチレン共重合体（ＰＦＡ）等のフッ素樹脂が
挙げられている(特許文献１及び２)。特に、溶融成形性を有し、耐熱性、耐薬液性にも優
れるＰＦＡを溶融押出成形して得られるボトルやチューブは、それぞれ半導体製造用高純
度薬液の容器や、薬液や超純水の移送用の配管として利用されている（特許文献３）。
【０００６】
　しかしながら近年、複数の処理液供給を受けて行う基板処理装置における処理槽等は、
ウエハーサイズの大型化に伴う大型化に加え、洗浄や清浄処理機能の複合化に伴う形状の
複雑化や部品点数の増加が進んでいる一方で、高い寸法精度が要求されている。
　それらの要求を満たすため、上記処理槽等は、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ
）の大型素材を切削することにより製作されているが、この方法によって処理槽完成品を
得るには、素材ブロックの圧縮成形、焼成、切削及びアニール処理等の長い工程を経る必
要があるため、生産効率が低く、且つ、素材の大部分を切削廃棄物とせざるを得ないとい
う問題を抱えている。
【０００７】
　このＰＴＦＥの切削ロスを低減する為に、液圧成形（アイソスタティック成形）等を用
い最終形状に可能な限り近い形状の素材を得ることも試みられているが、それをもってし
ても素材ブロックの圧縮成形、焼成、切削及び伴うアニール処理等の成形加工工程には数
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ヶ月を要し、切削ロス（切削廃棄物の量）も５割を超えるものとなっている。
【０００８】
　また、ＰＴＦＥと同等の耐薬液性、耐熱性を備え、且つ溶融成形可能なＰＦＡ、例えば
得られる成形品の耐久性をあげるため、特開２００２－５３６２０号公報に記載されるよ
うな分子量分布、及びＡＳＴＭ　Ｄ－３３０７に準じて測定される３７２℃におけるメル
トフローレート(ＭＦＲ)を特定の範囲（３５～６０ｇ／１０分）としたＰＦＡ、或いは特
開平１０－８６２０５号公報に記載されるような特定の容量流速を有するＰＦＡを用い、
上述のような大型の処理槽を射出成形にて得ようとした場合には、射出圧力が成形金型末
端まで維持できないため、射出成形により大型の成形品を得ることは困難であった。
　また、他のエンジニアリングプラスチックに比して高いその溶融粘度に起因する大きな
射出圧力と型締付け圧力が必要となるため、非常に大型の射出成形機が必要となるという
問題を抱えている。そのため、初期導入コスト及び製品コストが嵩み、結果として採算に
乗せることが困難となることに加え、実用的な大きさの物品を得ることは困難であった。
【０００９】
　上述のような大型処理槽等の部品を、既存のＰＦＡ射出成形機にて成形可能な大きさに
細分化し、これを射出機にて成形し、その後、溶着ないし溶接することで製品を得た場合
には、高温雰囲気下で製品が使用された際の熱膨張によって、溶着ないし溶接部への応力
集中することによる変形が生じるという問題があった。
【００１０】
　更に、トランスファー成形、回転成形、ブロー成形など他の溶融成形方法も試みられて
来たが、例えば上述のような処理槽等を回転成形にて得ようとした場合には、要求される
高い寸法精度を満たすことができず、結果として追加工を多く要してしまうことになり、
コスト低減効果に乏しく生産効率が低いという問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開平１１－２９７６５２号公報
【特許文献２】特許第４７０３９４４号公報
【特許文献３】特許第３５５９０６２号公報
【特許文献４】特開２００２－５３６２０号公報
【特許文献５】特開平１０－８６２０５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は、以上の事実に鑑み、熱溶融性フッ素樹脂を含む組成物を射出成形して得られ
る大型射出成形品を提供するものである。
　本発明は、従来のＰＦＡに比べて低い射出圧で成形可能であって、金型からの離型性に
優れる組成物を成形して得られる、基板処理装置用として特に耐熱性と耐薬液性に優れ、
且つ寸法精度にも優れた大型射出成形品を提供する。
　本発明はまた、ＰＦＡを含む組成物を射出成形することにより、複雑な形状を有する大
型射出成形品を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　熱溶融性フッ素樹脂を含む組成物を射出成形して得られる投影面積１１００ｃｍ２以上
の射射出成形品を提供する。
【００１４】
　射出方向に対する垂直方向への射出面積拡散比が３０００以上である前記の射出成形品
は、本発明の好ましい態様である。
【００１５】
　射出成形品が、円筒形状、角槽形状、容器形状、箱型形上、籠形状である前記した射出
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成形品は、本発明の好ましい態様である。
【００１６】
　半導体製造装置または基板洗浄処理装置用の部材またはそれらのハウジングとして用い
られる前記の射出成形品は、本発明の好ましい態様である。
【００１７】
　熱溶融性フッ素樹脂が、テトラフルオロエチレン共重合体、エチレン／クロロトリフル
オロエチレン共重合体、ポリビニリデンフルオライドから選ばれる少なくとも１種である
前記の射出成形品は、本発明の好ましい態様である。
【００１８】
　熱溶融性フッ素樹脂を含む組成物が、熱溶融性フッ素樹脂としてＭＦＲが６０ｇ／１０
分を超えるテトラフルオロエチレン／フルオロアルコキシトリフルオロエチレン共重合体
を含み、さらに結晶化温度が３０５℃以上で、結晶化熱が５０Ｊ／ｇ以上であるポリテト
ラフルオロエチレンを組成物に対して０．０５～１０重量％含む組成物である前記の射出
成形品は、本発明の好ましい態様である。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明により、金型からの離型性に優れる組成物(ＰＦＡを含む組成物)を、従来のＰＦ
Ａに比べて低い成形圧力で成形することが可能となり、基板処理装置用として特に耐熱性
・耐薬液性に優れ、且つ寸法精度にも優れた大型射出成形品の提供が可能となる。
　また、本発明により、複雑な形状を有する大型成形品を、射出成形することができる為
、切削廃棄物が減量することに加え、製品の製造工程が短縮することにより、生産効率を
上げることができる。
　本発明の大型射出成形品は、耐熱性、耐薬液に優れ、生産コストが抑えられているため
、半導体製造装置用部材を始めとして、化学防食用途、ＯＡ用途、摺動材用途、自動車用
途、及び建築材用途などに広く適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の射出成形品を得るための金型の１例を示す断面図である。
【図２】図１の金型から得られる射出成形品を示す斜視概略図である。
【図３】図２の射出成形品の断面図である。
【図４】本発明の射出成形品を得る金型の他の例を示す断面図である。
【図５】図４の金型から得られる射出成形品を示す斜視概略図である。
【図６】図５の射出成形品の断面図である。
【図７】本発明の椀型形状成形品の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下に本発明の実施の形態を詳細に説明する。
　本発明における熱溶融性フッ素樹脂は、溶融成形可能なフッ素樹脂である。その好まし
い例として、テトラフルオロエチレン／フルオロアルコキシトリフルオロエチレン共重合
体、エチレン・クロロトリフルオロエチレン共重合体、及びポリビニリデンフルオライド
から選ばれる少なくとも１種を挙げることができる。この中でもより好ましいものとして
、テトラフルオロエチレン／フルオロアルコキシトリフルオロエチレン共重合体が挙げら
れる。
【００２２】
　本発明におけるテトラフルオロエチレン／フルオロアルコキシトリフルオロエチレン共
重合体は、共重合体中のフルオロアルコキシトリフルオロエチレン含有量が１～１０重量
％のものである。コモノマーとして使用できるフルオロアルコキシトリフルオロエチレン
としては、炭素数３以上、好ましくは炭素数３～６個のパーフルオロアルケン、炭素数１
～６個のパーフルオロ（アルキルビニルエーテル）等が挙げられ、好ましくは、パーフル
オロ（メチルビニルエーテル）（以下ＰＭＶＥと略記する）、パーフルオロ（エチルビニ
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ルエーテル）（以下ＰＥＶＥと略記する）、パーフルオロ（プロピルビニルエーテル）（
以下ＰＰＶＥと略記する）等が挙げられる。
　本発明におけるテトラフルオロエチレン／フルオロアルコキシトリフルオロエチレン共
重合体（以下ＰＦＡと略記する）は、テトラフルオロエチレン/パーフルオロ（アルキル
ビニルエーテル）共重合体であることが好ましい。
【００２３】
　本発明のテトラフルオロエチレン／フルオロアルコキシトリフルオロエチレン共重合体
は、溶融押出し成形、射出成形等の溶融成形が可能なものであり、３７２℃±１℃におけ
るメルトフローレート（ＭＦＲ）が６０ｇ／１０分を超え１００ｇ／１０分以下であるこ
とが好ましく、より好ましくは７０～８０ｇ／１０分のメルトフローレート（ＭＦＲ）を
有するものである。ＭＦＲが６０ｇ／１０分以下の場合には、射出圧力が成形金型末端ま
で維持するのが困難になる傾向にあるため、本発明の様な投影面積１１００ｃｍ２以上の
成形品を射出成形により得るのが難しくなる。またＭＦＲが１００ｇ／１０分を超える場
合には、成形品の形状の維持が難しくなる。該共重合体は、溶液重合、乳化重合、懸濁重
合等公知の方法によって製造することができるものであり、少なくとも１，０００以上の
フレックスライフ値を有するものを選択することが望ましい。
【００２４】
　また、本発明のテトラフルオロエチレン／フルオロアルコキシトリフルオロエチレン共
重合体は、ＭＦＲが異なる数種の該共重合体を、３７２℃±１℃において６０ｇ/１０分
を超え１００ｇ／１０分以下、より好ましくは７０～８０ｇ／１０分のメルトフローレー
ト（ＭＦＲ）となるように、混合して用いることもできる。例えばＭＦＲ
が６０g/１０分未満のＰＦＡとＭＦＲが６０ｇ／１０分を超えるＰＦＡを混合して、ＰＦ
Ａ混合物のＭＦＲを上記の範囲内に調整して使用することも可能である。
【００２５】
　本発明において、ＭＦＲが６０ｇ／１０分を超える溶融成形性テトラフルオロエチレン
／フルオロアルコキシトリフルオロエチレン共重合体を含む組成物は、ＰＴＦＥを含んで
いてもよい。混合されるＰＴＦＥは、テトラフルオロエチレンのホモポリマー、及び／又
は１重量％以下の微量のコモノマーを含む変性ＰＴＦＥである（以下変性ＰＴＦＥを含め
て「ＰＴＦＥ」と総称することがある）。微量のコモノマーとしては、炭素数３以上、好
ましくは炭素数３～６個のパーフルオロアルケン、炭素数１～６個のパーフルオロ（
アルキルビニルエーテル）、クロロトリフルオロエチレンなどが挙げられる。含フッ素単
量体の具体例としては、ヘキサフルオロプロピレン（ＨＦＰ）、パーフルオロ（メチルビ
ニルエーテル）（ＰＭＶＥ）、パーフルオロ（エチルビニルエーテル）（ＰＥＶＥ）、パ
ーフルオロ（プロピルビニルエーテル）（ＰＰＶＥ）、およびパーフルオロ（ブチルビニ
ルエーテル）（ＰＢＶＥ）、クロロトリフルオロエチレンを挙げることができるが好適で
ある。中でもヘキサフルオロプロピレン（ＨＦＰ）、パーフルオロ（エチルビニルエーテ
ル）（ＰＥＶＥ）およびパーフルオロ（プロピルビニルエーテル）（ＰＰＶＥ）が好まし
く、特には、ヘキサフルオロプロピレン（ＨＦＰ）が挙げられる。
【００２６】
　このようなＰＴＦＥとしては、例えば、「ＰＴＦＥマイクロパウダー」あるいは「ＰＴ
ＦＥワックス」と称されるＭＦＲが０．０１～１．０ｇ／１０分のＰＴＦＥが好ましい。
　ＰＴＦＥのＭＦＲが０．０１ｇ／１０分未満の場合には、ＰＦＡ組成物のＭＦＲの極端
な低下が起こる恐れがあり、１．０ｇ／１０分を超える場合には、ＰＴＦＥの添加による
ＰＦＡの結晶化に対する効果が減少し、得られる射出成形品の耐久性が悪くなることに加
え、表面がスムースでなくなる恐れがある。
【００２７】
　また、本発明において混合されるＰＴＦＥは、後記する方法により示差走査熱量計（Ｄ
ＳＣ）で測定した結晶化温度が３０５℃以上、且つ結晶化熱が５０Ｊ／ｇ以上という二つ
の条件を満足させるものであることが好ましい。ＰＴＦＥの結晶化温度は３０５℃以上、
好ましくは３１０℃以上、より好ましくは３１２℃以上であることが望ましい。ＰＴＦＥ



(7) JP 6571237 B2 2019.9.4

10

20

30

40

50

結晶化温度が３０５℃未満の場合には、ＰＦＡの結晶化促進効果が少なくなる恐れがある
。また、結晶化熱が５０Ｊ／ｇ未満の場合にも、ＰＦＡの結晶化促進効果が少なくなる恐
れがある。そのため、本発明の目的は達成するためには、結晶化熱が５０Ｊ／ｇ以上のＰ
ＴＦＥを含むＰＦＡ組成物を射出成形に使用するのが好ましい。
【００２８】
　このようなＰＴＦＥは、「モールディングパウダー」や「ファインパウダー」と呼ばれ
る非溶融流動性の高分子量ＰＴＦＥの放射線や熱による分解、あるいは連鎖移動剤存在下
でテトラフルオロエチレンを重合することにより直接得ることができる。
　具体的な製造方法は、放射線分解法については、例えば特公昭４７－１９６０９または
特公昭５２－３８８７０を、直接重合法については例えば米国特許第３０６７２６２号、
米国特許第６０６０１６７号、特公昭５７－２２０４３または特開平７－９００２４を参
照することができる。
【００２９】
　本発明のテトラフルオロエチレン／フルオロアルコキシトリフルオロエチレン共重合体
を含む組成物は、溶融押出し成形、射出成形等の溶融成形が可能なものであり、３７２℃
±１℃におけるＭＦＲが６０ｇ／１０分を超え１００ｇ／１０分以下であることが好まし
く、より好ましくは７０～８０ｇ／１０分のＭＦＲを有するものである。ＭＦＲが６０ｇ
/１０分以下の場合には、射出圧力が成形金型末端まで維持するのが困難になる傾向にあ
るため、本発明の様な投影面積１１００ｃｍ２以上の成形品を射出成形により得るのが難
しくなる。またＭＦＲが１００ｇ／１０分を超える場合には、成形品の形状の維持が難し
くなる。
【００３０】
　本発明のＭＦＲが６０ｇ／１０分を超える溶融成形性テトラフルオロエチレン／フルオ
ロアルコキシトリフルオロエチレン共重合体を含む組成物の射出機による成形性を向上さ
せるためには、混合するＰＴＦＥをできるだけ少なくすることが望ましいが、ＰＴＦＥの
添加量の上限値は限定的なものではない。一般的にＰＴＦＥ含有量の増加と共に射出成形
性は減少する傾向があり、ＰＴＦＥの含有量が１０重量％を超えると、含有量の増加に伴
い得られる射出成形品の耐薬液性は向上するが、機械的強度（フレックスライフの低下）
、ＰＴＦＥとＰＦＡの分離、ＰＴＦＥの凝集、デラミネーションが起こる恐れがある。
【００３１】
　一方、ＰＴＦＥ含有量の増加と共に組成物の結晶性は高くなる傾向が見られるため、Ｐ
ＴＦＥの含有量は、テトラフルオロエチレン／フルオロアルコキシトリフルオロエチレン
共重合体のＭＦＲによっても異なるが、ＰＴＦＥの含有量は、０．０１～５０重量％、好
ましくは０．０１～３０重量％、より好ましくは０．０１～１０重量％、さらに好ましく
は０．０５～５重量％である。ＰＴＦＥの添加量が０．０１重量％未満の場合には、金型
から射出成形品を突き出し難く（離型し難く）なる。
【００３２】
　本発明において混合されるＰＴＦＥは、溶融状態においてテトラフルオロエチレン／フ
ルオロアルコキシトリフルオロエチレン共重合体と極めて高い相溶性を有するため、溶融
混練時や溶融押し出し時に容易に該共重合体中に分散し、極めて均質な組成物を与える。
したがって、混合するＰＴＦＥの形状は特に限定されないが、作業性を考慮して平均粒径
が０．０５～１．０ミクロンの微粒子の分散液や数ミクロンから数十ミクロンの粉末であ
ることが好ましい。
【００３３】
　本発明におけるＰＴＦＥの混合方法としては、溶融混練法、テトラフルオロエチレン／
フルオロアルコキシトリフルオロエチレン共重合体のペレット又は粉末と、ＰＴＦＥ粉末
とのドライブレンド法、該共重合体の分散液と、ＰＴＦＥ粉末及び／又はＰＴＦＥ分散液
との湿式ブレンド法等の公知の方法をいずれも利用することができる。
　また、予めＰＦＡの重合槽内の重合媒体中にＰＴＦＥの粒子を分散してＰＦＡの重合を
開始させ、ＰＴＦＥを含有するＰＦＡ粒子として組成物を得るなどの方法も取り得る。
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【００３４】
　例えば、特開２００７－３２０２６７に記載されているような、融点の異なるＰＴＦＥ
及びＰＦＡからなる多層構造を有し、かつ最外層のフッ素樹脂より融点の高いフッ素樹脂
からなる層を、内層に少なくとも１
層有する多層構造を有するフッ素樹脂粒子を用いてもよい。融点の異なる少なくとも２種
のフッ素樹脂による多層構造を有するフッ素樹脂は、最外層のフッ素樹脂が９０～５重量
％ 、内層の高融点フッ素樹脂が１０～９５重量％からなることが好ましい。最外層と内
層の割合は、所望する耐薬液・ガス透過性、線膨張係数、最大強度、伸びなどを考慮して
選択することができる。フッ素樹脂射出成形品の結晶化度を保つ観点から、高融点フッ素
樹脂が１０重量％以上であることが好ましい。また、得られるフッ素樹脂射出成形品の機
械的強度（最大強度、伸びなど）の観点から、低融点フッ素樹脂が５重量％以上であるこ
とが好ましい。
【００３５】
　本発明の溶融成形性テトラフルオロエチレン／フルオロアルコキシトリフルオロエチレ
ン共重合体を含む組成物のＭＦＲは、６０ｇ／１０分を超え１００ｇ／１０分以下、より
好ましくは７０ｇ／１０分以上１００ｇ／１０分以下である。ＭＦＲが小さいほど組成物
の耐久性は優れたものとなるが、組成物のＭＦＲが６０ｇ／１０分以下の場合には、複雑
な形状で且つ奥行が深い製品を射出成形する際、金型への射出成形品の抱きつき等により
離型が難しいことに加え、薄肉部をエジェクターで破損する等の不具合も多く発生し、溶
融成形することが困難となる恐れがある。また、良好な耐久性を維持できる組成物のＭＦ
Ｒの上限は１００g／１０分であり、これを超えるＭＦＲではフレックスライフの低下が
見られ、得られる射出成形品の耐久性が悪くなる恐れがある。
【００３６】
　本発明のＭＦＲが６０ｇ／１０分を超える溶融成形性テトラフルオロエチレン／フルオ
ロアルコキシトリフルオロエチレン共重合体を含む組成物は、従来のＰＦＡに比べて低い
射出圧で成形可能であり、且つ金型からの離型性に優れるため、該組成物を用い、基板処
理装置用として特に耐熱性・耐薬液性に優れ、且つ寸法精度にも優れた複雑な形状を有す
る大型射出成形品を射出成形にて成形することができる。例えば、型締圧８００トンクラ
スの射出成形機で肉厚４ｍｍｔ、射出面積拡散比３０００以上の射出成形品を得ることが
できる。
【００３７】
　射出成形を行う場合、射出圧力はおおよそ４００ｋｇ／ｃｍ２以上、８００ｋｇ／ｃｍ
２以下に抑えることが望ましい。射出圧力が８００ｋｇ／ｃｍ２を超える場合には、バリ
が発生したりオーバーパッキングする可能性が高くなったりする。また、射出圧力が４０
０ｋｇ／ｃｍ２未満の場合には、ショート、寸法バラツキが大きくなる恐れがある。
【００３８】
　本発明の射出成形品の投影面積は、１１００ｃｍ２以上であることが好ましい。本発明
における投影面積とは、射出成形品を射出成形機のノズル方向から見たときに見える面積
、すなわちノズルの方向の投影面積である。従来公知のフッ素樹脂溶融射出成形品の投影
面積は、１１００ｃｍ２未満の成形品であって、投影面積１１００ｃｍ２以上のフッ素樹
脂溶融射出成形品は知られていない。投影面積が１１００ｃｍ２以上である本発明の射出
成形品は、クラックが発生し難く、寸法安定性、突き出し性に優れた大型射出成形品であ
る。
【００３９】
　本発明の射出成形品は、さらに射出面積拡散比が３０００以上であることが好ましい。
本発明における射出面積拡散比とは、射出方向と直交する方向への射出面積拡散比、即ち
、ノズル部先端の開口面積と射出成形品の投影面積の比である。射出面積拡散比が３００
０未満の場合には、射出成形品重量の安定性が悪く、即ち、寸法バラツキが大きくなるた
め好ましくない。
【００４０】
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　以下に本発明における射出面積拡散比を求めるために用いるノズル先端部の開口面積と
射出成形品の投影面積を、図を用いて説明する。
　図１は、本発明の射出成形品を得るための金型の１例で、閉じた状態の金型の断面図を
示している。図１には、射出成形機の加熱シリンダーの先端に取り付けられた射出口金で
あるノズル１も含めて表示されている。ノズル先端部の開口部は、ノズル１の先端部ａで
あって、ノズル先端部の開口面積は、先端部ａの内側開口部の面積をいう。ノズル１から
射出された溶融フッ素樹脂組成物はスプルー６を経てゲート２を通過して金型４内のキャ
ビティ５に充填される。図１のｘ－ｙは中心線である。
【００４１】
　図２は、射出成形後に金型４を開放して得られた成形品の斜視図の概略図を示したもの
である。
　図３は得られた成形品８の断面図である。図３にはスプルー及びゲートで固化した樹脂
が存在する。通常スプルー及びゲートで固化した樹脂も、それぞれスプルー及びゲートと
呼ばれているので、図３では、固化樹脂のスプルーを９、ゲートを１０と表示する。スプ
ルー９及びゲート１０は、最終成形品とするときには削除され、図７に示されたような成
形品となる。図３において、射出成形機のノズル方向は矢印ｃの方向であるから、矢印ｃ
の方向から見たときに見える成形品の投影面は図２の３で示される部分で形成される。図
２では３で示される部分を明確にするため周辺部を黒く彩色してある。投影面はＡ－Ｂの
範囲である。投影面が占める面積が射出投影面積であり、射出投影面積とノズル１の先端
部ａの開口面積との比が射出面積拡散比として算出される。
【００４２】
　図４は、本発明の射出成形品を得るための金型の別の１例を示すもので、閉じた状態の
金型の断面図である。図４では、ノズル１から射出された溶融フッ素樹脂組成物は、スプ
ルー６からランナー７を経て二つのゲート２を通過して金型４内のキャビティ５に充填さ
れる。図４のｘ－ｙは中心線である。
【００４３】
　図５には、図４の射出成形方法で得られた成形品の斜視図が示され、図６には得られた
成形品８の断面図が示されている。図５及び図６には固化樹脂のスプルー９、ランナー１
１及びゲート１０が存在するが、最終成形品とするときには削除される。
　ゲートが二つある場合であっても射出面積拡散比は、投影面の面積である投影面積と、
ノズル先端部の開口面積から求める。図５の成形品では投影面積は面３によって形成され
る。なお、図６においても、投影面はＡ－Ｂの範囲である。射出面積拡散比はゲートの数
に関係無くノズル先端部の開口面積を対象として算出されるものである。
　図３及び図６における固化樹脂のスプルー９における先端部分ｂは、ノズル先端部開口
部に対応する部分である。
【００４４】
　本発明の投影面積が１１００ｃｍ２以上の大型射出成形品の形状としては、円筒形状、
角槽形状、碗型形状などの容器形状、箱型形上、籠形状などが挙げられる。従来ＰＴＦＥ
射出成形品の切削により製造されている製品を置き換えることができ、コスト削減等の経
済性に優れるものである。
【００４５】
　本発明の射出成形品は、結晶化度が高く、耐薬液浸透性に優れることから、前記処理槽
のほか、薬液使用環境下で使用される製品においては極めて有利であって、半導体製造装
置もしくは基板洗浄処理装置用の部材、またはそれらのハウジングとして用いることがで
きる。
【実施例】
【００４６】
　以下、実施例および比較例を挙げて、本発明を更に詳しく説明するが、本発明は、これ
らの例に限定されるものではない。
　なお本発明の物性の測定方法、並びに実施例および比較例において用いた原料は下記の
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とおりである。
【００４７】
Ａ．物性の測定
（１）メルトフローレート（ＭＦＲ）：
　ＡＳＴＭ　Ｄ－１２３８－９５に準拠した耐食性のシリンダー、ダイ、ピストンを備え
た東洋精機製メルトインデクサーを使用し、５ｇの試料を３７２℃±１℃に保持された内
径９．５３ｍｍのシリンダーに充填し５分間保持した後、５ｋｇの荷重（ピストン及び重
り）下に内径２．１ｍｍ、長さ８ｍｍのオリフィスを通して押し出し、この時の押し出し
速度（ｇ／１０分）をＭＦＲとして求めた。
【００４８】
（２）結晶化温度(Ｔｃ)及び結晶化熱(Ｈｃ)：
　示差走査熱量計を使用し、試料を２００℃から３８０℃まで１０℃／分で昇温し、３８
０℃で１分間保持した後、２００℃まで１０℃／分で降温して得られる結晶化曲線におけ
る結晶化ピーク温度を結晶化温度とする。
　上記結晶化曲線において結晶化ピーク前後で曲線がベースラインから離れる点とベース
ラインに戻る点とを直線で結んで定められるピーク面積から結晶化熱を求める。
【００４９】
（３）融点
　示差走査熱量計（Ｐｙｒｉｓ１型ＤＳＣ、パーキンエルマー社製）を用いた。試料粉末
１０ｍｇを秤量して専用のアルミパンに入れ、専用のクリンパーによってクリンプした後
、ＤＳＣ本体に収納し、１５０℃から３６０℃まで１０℃／分で昇温をする。この時得ら
れる融解曲線から融解ピーク温度(Ｔｍ)を求めた。
【００５０】
（４）突き出し（離型性）
　成形金型のエジェクタピンとエアーエジェクター（エアー圧０．３５ＭＰａ以上）を併
用して製品を突き出す(離型する)。その際に目視にて離型の可否を離型性として、下記の
基準で判定する。
○：金型から正常な形状を維持して射出成形品が離型できる。
×：金型に射出成形品の一部が付着し、射出成形品が離型できないか、射出成形品の形状
が変形もしくは破損した。
【００５１】
（５）クラック性
　偏光顕微鏡を用い、ゲートの中心から５ｃｍ以内で３箇所の射出成形品の表面(１ｃｍ
×１ｃｍ)および断面を１００倍と５００倍で各々観察して、下記の基準で判定する。
○：３箇所の表面及び断面のいずれにもクラック(割れ、裂け目)が発生していない。
×：３箇所の表面及び断面のいずれかにクラックが発生している。
【００５２】
（６）寸法安定性
　（株）ミツトヨ製三次元測定器ＢＲＴ－Ａ７１０を使用して、天面を８点測定する、そ
の最大、最小高さの差を比較し寸法安定性とする。寸法安定性を下記の基準で判定する。
○：最大と最小の高さの差が１ｍｍ以下である。
×：最大と最小の高さの差が１ｍｍを超える。
【００５３】
（７）真円度
　射出成形法によって、外形サイズφ４００～６００程度の椀型形状の成形品を成形して
、直径の最大値と最小値を測定する。直径の最大値と最小値の差を真円度として下記の基
準によって判定する。
○：直径の最大値と最小値の差が１ｍｍ以下である。
×：直径の最大値と最小値の差が１ｍｍを超える。
【００５４】
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Ｂ．原料
　本発明の実施例、及び比較例で用いた原料は下記の通りである。
（１）ＰＦＡ１
　９５重量％のＰＦＡ粉末（平均粒径３００μｍ、融点３０５℃、メルトフローレート７
０ｇ／１０ｍｉｎ）、及び０．５重量％のＰＴＦＥ粉末（平均粒径１０μｍ、融点３２７
℃、メルトフローレート０．１５ｇ／１０分、結晶化熱５０Ｊ／ｇ）からなる組成物を、
３８０℃に昇温加熱された押出成形機（(株)プラ技研　径４０ｍｍ二軸押出機）のホッパ
ーに投入し、φ２ｍｍ×長さ２ｍｍのペレット状に加工した。得られたペレットをＰＦＡ
１（融点３１１℃、メルトフローレート６８ｇ/１０分）とした。
（２）ＰＦＡ２
　テトラフルオロエチレン／フルオロアルコキシトリフルオロエチレン共重合体（ＰＦＡ
）。
　（融点３０８℃、メルトフローレート６１ｇ／１０分、φ２ｍｍ×長さ２ｍｍのペレッ
ト状）
（３）ＰＦＡ３
　テトラフルオロエチレン／フルオロアルコキシトリフルオロエチレン共重合体（ＰＦＡ
）
　三井・デュポンフロロケミカル社製　ＰＦＡ　４２０ＨＰＪ（融点３０７℃、メルトフ
ローレート　２６ｇ／１０分、φ２ｍｍ×長さ２ｍｍのペレット状）
（４）ＰＦＡ４
　テトラフルオロエチレン／フルオロアルコキシトリフルオロエチレン共重合体（ＰＦＡ
）
　三井・デュポンフロロケミカル社製　ＰＦＡ　４４０ＨＰＪ（融点３０８℃、メルトフ
ローレート１４ｇ／１０分、φ２ｍｍ×長さ３ｍｍのペレット状）
【００５５】
Ｃ．成形方法
　下記実施例及び比較例に示す樹脂を用いて、型締圧力８５０ｔ及び１３００ｔの射出成
形機を用い、シリンダー温度３７５～４００℃、金型温度１６０～２２０℃、射出速度１
５～２５ｍｍ／秒にて、下記表１に示す条件で射出成形し、図７に示すような外形サイズ
φ４００～６００程度の椀型形状の射出成形品を得て、射出面積拡散比を算出した。
【００５６】
【表１】

【００５７】
（実施例１及び２、比較例１及び２）
　表２に示す樹脂及び混合割合で、同表に記載された成形条件にて射出成形品を得た。
　得られた射出成形品の射出成形性、突き出し性（離型性）、クラック性及び寸法安定性
を測定した。結果を表２に示した。
【００５８】
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【表２】

【産業上の利用可能性】
【００５９】
　本発明は、射出成形によって、基板処理装置用として特に耐熱性・耐薬液性に優れ、且
つ寸法精度にも優れた複雑な形状を有する大型射出成形品の提供を可能としたものである
。
【００６０】
　本発明により提供される大型射出成形品は、複数種の処理液の供給を受けて処理を行う
半導体処理装置における処理槽等のような従来ＰＴＦＥの大型素材を切削して得られてい
たような製品を、射出成形によって得ることを可能としたもので、射出成形品を得るまで
に掛かる工程を大幅に短縮し、廃棄物を大幅に低減させることが可能であるので、従来製
品と比較して製品コストの大幅軽減化が可能となる。
【００６１】
　また、本発明の大型射出成形品の射出成形方法によって、低い射出圧力での成形が可能
となったことにより、成形機サイズ及び金型サイズを小さくすることも可能となり、製品
コストの更なる軽減化が可能となる。
【符号の説明】
【００６２】
１．ノズル
ａ．ノズル先端開口部
２．ゲート
３．成形品の面
４．金型
５．キャビティ
６．スプルー
７．ランナー
８．成形品
９．スプルー
１０．ゲート
１１．ランナー
ｂ．スプルー９の先端部分
ｃ．ノズルの方向
Ａ－Ｂ．投影面
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